
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

歯科衛生士 ② 83人 79人

人
人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 3

2 名 0.8 ％

兵庫県歯科医師会附属
兵庫歯科衛生士学院

昭和45年4月1日 浦出　雅裕
〒650-0003
兵庫県神戸市中央区山本通5-7-18

（電話） 078-351-4188

（別紙様式４）

令和4年9月5日
（前回公表年月日：令和3年9月30日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

一般社団法人
兵庫県歯科医師会

昭和22年11月18日 澤田　隆
〒650-0003
兵庫県神戸市中央区山本通5-7-18

（電話）

医療 歯科医療専門課程 歯科衛生学科
平成7年文部科学省

告示第7号
－

学科の目的
教育課程編成委員会、学校関係者評価委員会および歯科衛生士法に基づき、歯科衛生士として必要な知識および技能を授け、有能な歯科衛生士を養
成すること

078-351-4181
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 令和2年3月25日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

0時間 0時間
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間 2656時間 1342時間 414時間 900時間

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学科試験、レポート、実技試験、その他の方法により考査す
る。

240人 222人 0人 9人 55人 64人

卒業・進級
条件

進級・卒業審議において就学状況の全般を含め総合的に判
断の上、教員会の議を経て学院長が行う。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 衛生自治
随時 面談指導、スクールカウンセラー

■サークル活動： 無

長期休み

■学年始：4月1日
■春　 季：3月21日～4月9日
■夏　 季：7月21日～8月31日
■冬　 季：12月21日～1月7日
■学年末：3月31日

■卒業者数 83
■就職希望者数 79

■主な就職先、業界等（令和3年度卒業生）

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無

令和3年4月1日時点において、在学者242名（令和3年4月10日入学者を含む）

91.5
■その他
0

年度卒業者に関する

■就職者数
：

76 人

令和4年3月31日時点において、在学者240名（令和4年3月12日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

学力不足、進路変更

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ

https://www.hda.or.jp/gakuin/

■就職率　　　　　　　　　： 96.2

令和4年4月28日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
歯科医院、病院 （令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

■自由記述欄

希望者はペン習字4級を受験できる
：

■中退防止・中退者支援のための取組
個人面談、スクールカウンセラー、モチベーションアップのための現役歯科衛生士による早期の授業

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
兵庫県歯科医師会正会員および本校卒業生・在校生の子・姉妹、本校歯科技工学科の卒業生に限り、初年度の施設設備費は免除

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象
前年度の給付実績者数　23　名

第三者による
学校評価

就職等の
状況※２

■就職指導内容
クラス担任教員と就職担当者が連携し、個別相談を行いなが
ら就職に向けて高い意識が持てるように指導している。



種別

②

③

③

（年間の開催数及び開催時期）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

近年の著しい少子高齢化に伴い、歯科における疾病構造は大きく変化している。そのため必然的に歯科衛生士業務も多
様化し、その対応に迫られている。医療現場で必要とされる高度な専門知識や技術を遅滞なく歯科衛生士教育に反映す
べく教育課程編成委員会を設置する。病院歯科、開業歯科、歯科関連企業等と連携し、最新の情報を共有して、人間性
豊かで実践力を兼ね備えた歯科衛生士の育成を目指す。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

関係施設や学術機関等の有識者を委員として迎え、講義・実習等の編成について助言をいただくことにより、より良い職
業教育が行えるよう検討する。運営協議会は教育課程編成委員会の提案に基づき、教育課程の編成の改善について協
議し、歯科衛生学科の教育課程編成の決定を行う。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

小村　照代
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

教務主任

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

令和4年9月1日現在

名　前 所　　　属 任期

杉岡　伸悟
(一社）日本障害者歯科学会　評議員

（一社）日本有病者歯科医療学会　代議員

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

岸本　裕充 兵庫医科大学病院　教授・診療部長

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

安田　篤史
タカラベルモント㈱デンタル事業部

神戸営業所　所長

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

髙橋　研之 （一社）兵庫県歯科医師会　理事

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

浦出　雅裕
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

学院長

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

吉川　涼一

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

角田　安佳梨
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院

専任教員

会長の任期に準じる（令和2年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（8月、3月）

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院
副学院長・学科長

委員会で出された意見としては例えば、臨床実習において、実習生が見学やアシスタントにつく場合に患者の同意が必要
か否か、また、科目講師の講義資料についての著作権の問題が提起されたが、これらは歯科医療倫理や歯科臨床概論
で認知されるべきものと考えられる。また、本校の特色としての選択必須科目に社会的ニーズの高い介護福祉論が重点
化されているが、ボランティア活動も含めて多職種連携まで理解できるようにカリキュラムの内容を検討すべきと考えてい
る。

（開催日時（実績））
第１回　令和3年8月19日　16:00～16：50
第２回　令和4年3月29日　書面開催



科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

臨床・臨地実習

大学病院や総合病院、歯科診療所において、学内で習得
した知識・技術を実践と結び付けて理解できる能力を養
う。また、高齢者・障害者施設など特定の環境において、
学内で習得した知識・技術を実践と結び付けて理解できる
能力を養う。

神戸大学医学部附属病院
神戸市立医療センター中央市民病
院
ウェルハウス西宮、いつでも夢を
他104件

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

学内では習得することができない知識や技術を、地域に密着した企業・関係施設で実際に体験し、歯科衛生士に必要な
知識・技術・態度を学ぶことにより、理解を深めることができる。これらの実習を経験することにより、卒業後、歯科衛生士
として専門性を活かし地域歯科医療に貢献するという意識を高めることができる。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

学内実習では企業の最新機器、材料を使用し演習を行い、修学成果についてはレポート評価としている。学外実習・演習
では歯科医療の専門的・実践的な技術の習得を中心に捉えており、主に臨床実習の現場において、各企業等の実務に即
した指導を行うこととしている。実習については、少人数単位で行い、実習日誌等を活用した細やかな指導を行っている。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

歯科診療補助
チェアユニット、Ｘ線パノラマ、デンタル取り扱い実習等各
種機器の取り扱いについて理解することを目的としてい
る。

株式会社　モリタ

先端医療

情報処理

歯周病予防処置

現場で使用されているレーザーデモ機を使った、レーザー
講義・実習を受け、理解することを目的としている。

カルテ入力に必要なレセコンを実際に学び、理解すること
を目的としている。

シャープニング実習として、専門的な器具のメインテナンス
のための手技を手用法だけでなく、電動器械も説明・指導
を受けることができる

株式会社　モリタ

株式会社　モリタ

白水貿易　株式会社

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

②指導力の修得・向上のための研修等

新型コロナウイルス感染拡大のため中止

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院専任教員の研修に関する基準に基づき、専任教員の専攻分野における実務に関する研修等や指導
力の修得・向上のための教育研究能力を向上させることを目的として行うものである。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等



種別

有識者

卒業生

地域住民

有識者

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

・研修名「歯科衛生士専任教員講習会Ⅰ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
　期間：令和3年8月16日（月）～8月20日（金）　　　　　　対象：歯科衛生学科専任教員
・研修名「歯科衛生士専任教員講習会Ⅲ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
　期間：令和3年8月23日（月）～8月27日（金）　　　　　　対象：歯科衛生学科専任教員
内容：多様化する歯科保健医療界の情勢を見据え、専門分野における知識と技能の修得・向上を高めるため、日本歯科
衛生学会学術大会、日本歯科衛生教育学会主催の講習会や歯科器材企業主催の講習会を積極的に受講する予定であ
る。
参加人数：1名

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 教育理念、教育目標、育成人材像
（２）学校運営 運営方針、事業計画

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ」（連携企業等：全国歯科衛生士教育協議会）
期間：令和3年12月17日（金）～24日（金）　　　　　　対象：歯科衛生学科専任教員
内容：現場教育にフィードバックさせて、学生の実践的な技能の向上に努めるため、歯科衛生士専任教員の資質の向上を
目指した全国歯科衛生士教育協議会主催の歯科衛生士専任教員講習会を積極的に受講する予定である。
参加人数：5名

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

学生教育の改善と向上に資することを目的として、学生による授業評価、専任教員間の同僚評価をすでに実施している
が、関係業界等のニーズを踏まえた第三者評価を加えることにより、学校運営の改善と発展を目指す。そのために学校関
係者評価委員会を設置し、評価結果をHP等で公開することにより、自己点検・評価の透明性を高める。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

西田　真也

安田　篤史

西田歯科医院　院長

タカラベルモント㈱デンタル事業部
神戸営業所　所長

会長の任期に準じる（令和3年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

会長の任期に準じる（令和3年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

（７）学生の受入れ募集 学生募集活動、入学選考、学納金
（８）財務 中長期的な財務基盤、予算・収支計画

岸本　裕充 兵庫医科大学　主任教授
会長の任期に準じる（令和3年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

竹内　知恵 むつみ会（同窓会）　会長
会長の任期に準じる（令和3年6月
26日～令和5年6月開催の定時代
議員会終結の日まで）

（３）学校関係者評価結果の活用状況

すでに実施している学校関係者評価については、当該関係者個別および年1回開催される科目・臨床実習連絡会で評価
結果をフィードバックすることにより教育の改善に取り組んでいる。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大のため科
目・臨床実習連絡会は中止となった。感染対策等の評価を受けてさらに安全な教育環境を目指す。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和4年9月1日現在

名　前 所　　　属 任期

（３）教育活動 教育理念に沿った教育課程の編成、実施方針、職員能力開発のため

法令、専修学校設置基準等の遵守、個人情報保護対策

（４）学修成果 資格取得率の向上、退学率の低減、就職率の向上
（５）学生支援 進路・就職の支援体制、学生相談に関する支援体制

（９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献、学生のボランティア活動

（６）教育環境 施設・設備の整備、学内外の実習施設等についての教育体制の整備



（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

本校の教育活動の状況その他学校運営の状況に関する情報を積極的に企業等関係機関に提供することにより、公正で
透明性の高い運営を推進し、教育活動の改善や信頼の獲得に努める。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL: https://www.hda.or.jp/gakuin/
公表時期：令和4年9月1日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

URL:　https://www.hda.or.jp/gakuin/

（８）学校の財務 財務諸表
（９）学校評価 自己評価、学校関係者評価

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事、教育設備・環境
（６）学生の生活支援 学生の生活指導、面接・相談体制
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金、活用できる経済的修学支援措置

キャリア教育への取り組み状況、就職支援への取り組み状況

ガイドラインの項目

（３）情報提供方法

学校が設定する項目
（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、教育目標、年間計画
（２）各学科等の教育 カリキュラム
（３）教職員 教職員、講師
（４）キャリア教育・実践的職業教育
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任

○ 生物学

生命とは何か？という問題から、生命の構
成単位である細胞や生命をつなぐ遺伝、生
命の環境への反応と学んでいく。教科書を
中心に講義を進めるが、いろんな生物に関
するトピックをはさんで、生物学への理解
と関心を持ってもらう。

1
後

24 1 ○ ○ ○

○ 化学

日常生活における化学の役割から始まって
環境問題、生物との係わり、そして医学・
医療の基本に関する一般的な事を学び考え
る。知識プラスその応用、歯科医学・医療
において、化学の素質は必須であり、毛嫌
いのないよう授業を組みたてる。

1
前

24 1 ○ ○ ○

○ 心理学

医療の現場だけにとどまらず、社会の一員
として生活していくためには、周囲とのコ
ミュニケーションが不可欠である。コミュ
ニケーションは単なる情報伝達の手段では
ない。しかし、その情報を読み解くにはま
ず、人の心の性質について知っておくこと
が必要である。そこには、人の心を理解す
るための大切な情報が含まれている。この
授業では、人の心の理解を目的として心理
学を学ぶ。

1
前

20 1 ○ ○ ○

○
医療コミュニ
ケーション

医療者として患者と上手にコミュニケー
ション・スキルを実習を通じて学ぶ。

1
前

16 1 ○ ○ ○

○ 小論文 論題について筋道を立てて意見を述べる。
1
後

16 1 ○ ○ ○

○ 国語表現法

学生、社会人に必要な日本語表現のきまり
やテクニックを習得する。主として書きこ
とばを扱うが、話しことばについても部分
的に取り上げる予定である。

1
前

16 1 ○ ○ ○

○
ホスピタリ

ティ学

（ビジネスマナー）歯科衛生士として職場
で、患者様、先生、同僚達とよい関係で働
くためには、社会人としての常識やマナー
を身につけておくことが求められます。日
頃、「自分のちょっとした態度が、相手に
どの様に受け止められるか？」｢本当に相手
の話を上手く聞けているか？｣など無意識の
表情･態度･言葉遣いを注意する事で「摩
擦」を避けることに繋がります。学生のこ
の時期に、社会人としての立場と役割を自
覚し、心得ていなければならない応対ポイ
ントを再確認します。組織の中で自分を見
失うことなく、自信を持っていきいきと働
き続けるための社会人としてのスタートセ
ミナーです。
（接遇マナー）接遇で大切なことを学びま
す。
（メイク法）身体と心のための健康法とし
て、メイク法を学びます。

1
前

20 1 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（歯科医療専門課程歯科衛生学科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○ 運動生理学

到達目標は運動によって身体機能にどのよ
うに変化が生じるのか、その現象と仕組み
について講義をする。特に、運動中の身体
の諸機能の適応、筋肉と燃料の関係、酸素
摂取量とスタミナの関係、心臓と血液の循
環、環境温と体温の関係、エネルギーと肥
満の関係、健康づくりのための運動プログ
ラム等について理解することである。ま
た、リフレッシュ体操及び効果的な脂肪燃
焼させる運動を実践する。

1
後

16 1 ○ ○ ○ ○ ○

○ 解剖学①

解剖学はすべての医学の基礎となる身体の
形態と構造を学ぶ学問である。口腔を含む
顎顔面は独立して存在するのではなく、全
身と深く関わりを持っている。歯科領域に
現れる疾患の多くも同様に全身状態と関
わってくる。解剖学①においては歯と口腔
を除くヒトのからだの構造について学ぶ。

1
後

28 1 ○ ○ ○ ○

○ 生理学

生理学は、解剖学と並んで基礎医学の最も
基本的な分野であり、正常な生体の機能を
取り扱う学問である。全身と口腔の機能は
互いに影響を及ぼすものであり、口腔機能
を学ぶ上で全身機能の理解は不可欠であ
る。この講義では、まず正常な生体の生理
機能について学ぶ。

1
後

28 1 ○ ○ ○ ○

○ 生化学

「細胞の構造と役割」を通じて生命現象を
分子レベルで理解できるように、また、後
半の口腔生化学を理解するための予備知識
とするように学習する。

1
後

20 1 ○ ○ ○ ○

○ 口腔解剖学
消化器系の最初の器官である口腔および歯
について、その構造・周囲組織の役割も含
めて学ぶ。

1
後

30 2 ○ ○ ○

○ 組織発生学
生命の基本単位をなす細胞とその集合体で
ある組織について、その性質と機能を通じ
て身体への役割を教える。

1
前

22 1 ○ ○ ○ ○

○ 病理学

病理学は病気の本態、すなわち病理の原因
や成り立ちを教えてくれるだけでなく病気
の診断、治療、ならびに予防に関する知識
を与えてくれるものであり、臨床に直接的
に関わりのある総合的な基礎科目である。
「病理概説」では病気というものについて
の基本的事項を総論的に理解させる。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○ 微生物学

歯科衛生士になるために必要な微生物の基
礎知識を学び、それらにより引き起こされ
る疾患の成り立ちおよび経過や、原因微生
物の性状を理解する。

1
前

20 1 ○ ○ ○

○ 薬理学

医療における医薬品の目的は、疾病、診断
と予防である。薬理学は薬理作用、薬物の
作用機序、薬物動態や毒性や副作用につい
て学ぶ分野である。そして、歯科衛生士が
日常の歯科臨床で薬を正しく使用するため
には、使用する薬物の性質をよく知るとと
もに、薬理学を正しく理解する必要があ
る。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○ 口腔衛生学

個人ならびに集団における口腔の健康と機
能に対し、それを維持増進するための健康
レベルの把握方法とその対応について学
ぶ。そして、社会の健康を支える保健・医
療・福祉ならびに行政・経済の制度・方
法・現状について学ぶ。以上の学習を通
じ、個人の口腔保健管理を実践する能力、
そして、地域歯科保健活動に参画し組織的
管理を遂行するための能力を習得する。

1
後

40 2 ○ ○ ○



○ 情報統計学

医学にはEBMという言葉があるように、科学
的根拠が不可欠になっている。その中で、
統計学的に裏打ちされた数字を使いこなせ
るように、その考え方を理解する。

1
後

20 1 ○ ○ ○

○
衛生学・公衆

衛生学

人々の健康確保のための健康増進・疾病予
防・ケアについて、社会・環境の側面から
のアプローチ方法を理解し、それに対する
歯科衛生士の役割について自覚を持てるよ
うにする。

1
前

28 1 ○ ○ ○

○
衛生行政・社

会福祉①

歯科衛生士として医療に従事する際に是非
とも、必要な衛生行政・社会福祉の知識を
習得する。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○
歯科衛生士概

論

歯科衛生士業務の考え方や行動の仕方を理
解するとともに倫理的な視点をもち、かつ
科学的な裏づけをもって仕事することの意
味を考える。

1
前

20 1 ○ ○ ○

○ 歯科臨床概論

歯科衛生士業務を行うために必要な歯科臨
床として歯・歯周組織および顎骨に生じる
疾患の種類と診断および治療法の基本を理
解する。

1
前

16 1 ○ ○ ○

○ 歯科医療倫理

ＤＯＳからＰＯＳへと変化して来た医療・
保健の分野においてチーム医療の一翼を担
う歯科衛生士は倫理的判断に基づいた行動
が求められる。歯科医療サービス提供の規
範となる倫理感を養う。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○
歯科保存学

(保存修復学)

歯科衛生士業務に深い関りをもつ歯科保存
学分野の中で、歯の保存治療の中心をなす
保存修復学を学び、硬組織疾患の基礎知識
と予防法・治療法について学ぶ。

1
後

20 1 ○ ○ ○ ○

○
歯周病予防処

置①

円滑で安全な歯周病基本治療を行うため
に、歯周病予防処置に必要な知識を理解し
た上で、マネキンにおいて基本的な操作を
習得する。

1
後

102 3 ○ ○ ○ ○ ○

○ う蝕予防処置

ライフステージごとに効果的なう蝕予防を
行うために、プロフェッショナルケアとし
て行う、う蝕予防の種類・術式・注意点な
ど臨床において必要な知識と手技を習得す
る。

1
後

34 1 ○ ○ ○ ○ 〇

○
歯科診療補助

①
歯科診療補助の概念を理解するとともに、
基礎知識を習得する。

1
後

88 2 ○ ○ ○ ○ ○

○
歯科保健指導

①
歯科保健指導の概念を理解するとともに基
礎的知識技術を習得する。

1
後

60 2 ○ ○ ○ ○

○ 栄養指導

口腔疾患の発生には全身的要因が深く関
わっており、正しい食習慣を身につけるこ
とは歯科疾患の治療・予防に重要な意味を
持っている。この講義では食生活上の改善
が必要な対象者に具体的な食生活改善指導
ができるよう栄養・食生活に関する基礎知
識を学ぶ。

1
後

20 1 ○ ○ ○

○ 関連医学①
関連医学の基礎知識を学び、疾患を有する
人に対して、歯科衛生士としての関わり方
について考える。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○ 代替医療
歯科医療の現場で使える代替医療の理論と
技法を実習を通じて学ぶ。

1
後

16 1 ○ ○ ○



○ 音楽療法

音楽療法とは医療・福祉・教育など多様な
領域にまたがる学問である。ここでは、初
歩的な音楽療法というものを、実際の歌
唱・合奏などを通じて学ぶ。また、音楽療
法士の対象者へのアプローチのしかたを、
歯科衛生士としての患者への接し方のヒン
トとしていただきたい。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○ ペン習字
硬筆書写検定4級合格をめざし、合格の要点
を学習する。

1
後

16 1 ○ ○ ○

○ 情報処理

歯科臨床現場に役立つコンピューター活用
方法の紹介を通じて学習。個人情報保護や
セキリティに関する基本知識から始まり、
口腔内写真の管理を通じてプレゼンテー
ションに活用するまでや、レセコンへの習
熟、オンライン請求に関する知識について
もできるだけ網羅したい。

1
後

16 1 ○ ○ ○ 〇

○
英語Ⅱ

（実践英語）

シャドーイングメソッドによるリスニング
の練習と改善
ディクテイションのテクニックの習得
ペアワークによる基本の会話練習と応用

2 16 1 ○ ○ ○

○ 解剖学② 頭頸部領域の正常形態と働きを理解する。
2
前

16 1 ○ ○ ○ ○

○ 口腔生理学

口腔には、唾液分泌や味覚を含めた広義の
咀嚼機能のほかに、発声や呼吸に関する機
能がある。口腔は消化管の始まりであるた
め消化器系に属するが、歯科医学では口腔
諸器官のことを特に咀嚼系と呼ぶ。この講
義では、咀嚼系の正常な機能について学
ぶ。

2
後

20 1 ○ ○ ○ ○

○ 口腔生化学

分子レベルで進歩する歯科医学を生涯にわ
たり自己研鑚し、歯科衛生士業務をとおし
て歯科医療に応用するために、生命現象を
連続した化学反応として捉える習慣（生化
学的思考）とその習慣を生涯にわたり持ち
続ける意欲を身につけるとともに、口腔領
域を構成する歯や歯周組織、唾液成分の機
能を知り、口腔領域の二大疾患であるう蝕
と歯周疾患の病因を理解する。

2
後

20 1 ○ ○ ○

○ 口腔病理学

口腔病理学では口腔に生じる疾患を健全な
状態と比較しながら学習する。また臨床歯
科医学の履修がスムーズに行えるように
Evidence-Based Medicine(科学的根拠に基
づく医療）の知識を習得する。

2
前

20 1 ○ ○ ○

○ 口腔微生物学

口腔疾患の多くは、内因感染（口腔常在微
生物が原因で起こる感染症）であり、歯科
衛生士業務の口腔疾患に関する予防処置や
保健指導の遂行に当たって、その起因菌の
性状や発生のメカニズムなどについて認識
させる。

2
後

16 1 ○ ○ ○



○ 歯科薬理学

医療における医薬品の目的は、疾病、診断
と予防である。薬理学では薬理作用、薬物
の作用機序、薬物動態や副作用について学
ぶ分野である。そして、歯科衛生士が歯科
臨床で薬を正しく使用するためには、使用
する薬物の性質をよく知るとともに、薬理
学を正しく理解する必要がある。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○
衛生行政・社

会福祉②

歯科衛生士として医療に従事する際に是非
とも、必要な衛生行政・社会福祉の知識を
習得する。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○
医療事務・受

付

歯科医療に関する高度な専門知識、技術を
修得することはもちろんのことであるが、
衛生行政の仕組みや保健医療、福祉関係の
法規についても精通し、また、社会福祉や
社会保険制度における医療保障について、
理解を深めるとともに、診療報酬請求事務
についても学ぶ。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○
歯科保存学

(歯内療法学)

歯髄組織および根尖歯周組織に生じる疾患
を分類し、症状および治療方法・術式に
ついて理解する。

2
後

22 1 ○ ○ ○

○
歯科保存学
(歯周病学)

口腔の健康を維持するためには、歯科２大
疾患の１つである歯周病の予防と治療が
不可欠である。そして歯周病の予防と治療
の大部分が歯科衛生士の業務範囲に含ま
れ、歯周治療において歯科衛生士の果たす
役割は極めて重要である。ここでは、歯周
病の基礎知識と予防法、治療法について詳
しく学ぶ。

2
後

20 1 ○ ○ ○

○ 歯科補綴学

現有歯の実質欠損や歯の喪失に伴う障害を
説明し、失われた機能や審美性の回復を目
的とした補綴歯科治療に関する治療術式や
機器、材料などについて幅広い知識をつけ
させる。

2
後

26 1 ○ ○ ○ ○

○ 口腔外科学

う蝕、歯周疾患の予防・治療、歯科補綴学
とならんで、口腔外科学は臨床歯科医学の
重要な位置を占め、かつ広範囲にわたって
いる。すなわち、顎骨、口腔粘膜、顎関
節、唾液腺や神経疾患、さらに全身疾患の
口腔症状もここで取り扱われる。これらの
疾患の概要と診療の実際、補助について学
ぶ。

2
後

20 1 ○ ○ ○ ○

○ 歯科麻酔学

歯科治療を安全かつ円滑に行うために、歯
科衛生士として必要な全身管理とその基礎
となる呼吸・循環・代謝に関する基本的事
項を修得し、口腔領域特有の麻酔方法や精
神鎮静法の概念を学ぶ。さらに全身的な救
急処置についても、医療人としての専門性
を発揮できるレベル到達目標として、基本
的知識、態度および技能を習得する。

2
後

16 1 ○ ○ ○ ○

○ 小児歯科学

①小児歯科医療の目的を理解する
②小児の心身および口腔の発育を理解する
③小児歯科診療の流れの特徴を理解する
④小児歯科診療における歯科衛生士の役割
を理解する

2
後

20 1 ○ ○ ○



○ 歯科矯正学

歯学の一分科として歯科矯正治療に対する
ニーズはかなり高い。
このため歯科衛生士は口腔衛生思想の普及
とともに矯正治療介補に必要な知識を身に
つける必要がある。

2
後

22 1 ○ ○ ○

○ 歯科放射線学
放射線の基礎知識と臨床応用を学び、歯科
衛生士の役割を正しく認識する。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○ 障害者歯科

障害者歯科は乳幼児から高齢者まで幅広い
年齢層に対して専門性が強く要求される歯
科領域とされている。身体的、精神的ある
いは心理的に様々な疾患をもった患者に対
して、歯科衛生士として理解しておかなけ
ればならないこと、また臨床の場において
どの様に対応するべきかなどを解説する。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○ 高齢者歯科学

高齢者の特性を理解し、口腔ケア、口腔リ
ハビリテーションの考え方を学習するこ
と、地域活動の中で歯科衛生士として高齢
者の歯科医療を実践できることを習得させ
る。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○ 先端医療

近年、インプラント治療に対する間違った
知識により、トラブル症例が増加してい
る。本授業では、インプラント治療の基礎
的な知識と実際の臨床について詳しく学
ぶ。

2
後

16 1 ○ ○ ○ ○ 〇

○
歯周病予防処

置②

円滑で安全な歯周病基本治療を行うため
に、様々な機械的操作を理解し、相互実習
を通じて、基本的なスケーリングテクニッ
クを習得する。

2
後

96 3 ○ ○ ○ ○

○
歯科診療補助

②

患者への配慮を考え、主要歯科材料と器材
の取り扱いを学ぶとともに、歯科診療の流
れを理解する。

2
後

104 3 ○ ○ ○ ○ ○

○ 臨床検査

コ・デンタルスタッフとして必要最低限、
身につけておくべき基礎医学と全身疾患に
ついての知識を“臨床検査法”という側面
から学ぶ。

2
前

16 1 ○ ○ ○

○ 感染対策

歯科医療施設での感染予防に必要な基礎知
識と方法について学び、地域（施設・住
宅）での感染予防において指導的役割を担
える能力を習得させる。

2
後

16 1 ○ ○ ○

○
歯科保健指導

②

ライフステージに合わせて適切な歯科保健
指導が行えるように、援助・支援に必要な
態度・知識・技術を習得する。

2
後

90 3 ○ ○ ○ ○ ○

○
臨床・臨地実

習①

医療人となるための自覚を持ち、患者の立
場に立った歯科臨床の基礎となる素養を身
につける。学内で習得した知識を臨床の場
で結びつけ、自己を客観的に評価し、さら
なる知識の充実を計る。

2
後

180
以
上

4 ○ ○ ○ 〇

○ 介護福祉論

障害児（者）や在宅高齢者の口の中を清潔
に保つことは難しく、肺炎予防のためにも
口腔ケアはかかせない。さらに摂食や嚥下
に問題がある人も多く、楽しいはずの食事
が逆に苦痛になっている人もいる。これら
の人に対し歯科衛生士として安全に安心し
て食べられる支援ができるようにしたい。

2
後

60 2 ○ ○ ○ ○



○
歯周病予防処

置③

臨床で患者教育を行うために、、ライフス
テージに沿って患者の病態を把握・分析し
て歯科衛生計画を立案した上で、立案計画
の実施、評価をすることができる。

3
前

30 1 ○ ○ ○ ○

○
歯科診療補助

③

円滑な歯科診療補助を行うために、1・2年
生で学んだ知識・技術を高め、臨床で応用
できる能力を身につける。

3
前

18 1 ○ ○ ○ ○ ○

○ 看護学

看護の概念・看護の対象について理解し、
理論や原理原則に基づいた基本的な看護技
術（バイタルサイン測定・薬物療法・体位
変換・移乗・移動）を習得する。

3
前

16 1 ○ ○ ○

○
歯科保健指導

③

専門的な立場から歯科保健指導・口腔保健
管理を行う知識・能力を身につけ、ライフ
ステージ毎に指導内容を考え実践する。

3
前
後

20 1 ○ ○ ○ ○ 〇

○
臨床・臨地実

習②

歯科衛生士として、学内で習得した知識・
技術・社会性を、臨床および臨地実習の場
において、実践できる能力を身につける。

3
前
後

720
以
上

16 ○ ○ ○ 〇

○ 関連医学②
歯科治療、歯科衛生士業務を安全かつ円滑
に行うために、全身管理に関する基本的な
知識、技能、態度を習得する。

3
前

16 1 ○ ○ ○

　　67　科目合計 2656　単位時間(     99 単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

全科目修得
１学年の学期区分 2期
１学期の授業期間 24週


